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資料１５ 



加算の届出について 

 

指定（介護予防）居宅サービス 

指定（介護予防）施設サービス 

 

※地域密着型サービスについては、各保険者にお問い合わせください。 

 

１ 届出書類 ①＋②＋③ 

 ① 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞ 

 ② 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

  （介護用、介護予防用） 

 ③ 添付資料（準備ができ次第、同報メールにて通知します。） 

 

２ 加算変更の届出が必要な場合 ①又は② 

 ① 現在の加算の算定内容に平成２７年４月１日以降変更がある場合 

 ② その他、加算算定要件を満たしていることを確認するために県・高松市 

が提出を求める場合 

 

３ 加算変更の届出書の提出先 

  高松市内に所在する事業所   高松市介護保険課まで提出 

  高松市以外に所在する事業所  香川県長寿社会対策課まで提出 

 

４ 提出期間 

  平成２７年４月６日(月)～平成２７年４月１５日(水) 

 

５ 提出方法 

  持参又は郵送 

・持参の場合、土、日曜日を除く平日の９時～１２時、１３時～１６時３０ 

分の間に提出してください。 

・郵送の場合、封筒には加算の届出書類のみ封入し、封筒の表に朱書きで「加 

算の届出在中」と記載してください。 

  ・４月１５日までに不備のない状態の書類を提出してください。 

 

６ 介護職員処遇改善加算について 

   介護職員処遇改善加算については、介護職員処遇改善加算の資料を参照 

してください。 
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（
別

紙
１

－
１

）

事
 業

 所
 番

 号

施
設

等
の

区
分

人
員

配
置

区
分

地
域

区
分

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
状

況

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
体

制
の

減
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

特
定

事
業

所
加

算

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

緊
急

時
訪

問
看

護
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

特
別

管
理

体
制

１
　

対
応

不
可

　
２

　
対

応
可

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
体

制

看
護

体
制

強
化

加
算

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

短
期

集
中

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
実

施
加

算

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算

社
会

参
加

支
援

加
算

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

病
院

又
は

診
療

所
２

　
介

護
老

人
保

健
施

設

１
　

な
し

　
２

　
加

算
Ⅰ

　
３

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

割
 引

各
サ

ー
ビ

ス
共

通
１

　
１

級
地

　
６

　
２

級
地

　
７

　
３

級
地

　
２

　
４

級
地

　
３

　
５

級
地

４
　

６
級

地
　

９
　

７
級

地
　

５
　

そ
の

他

1
1

訪
問

介
護

１
　

定
期

巡
回

の
指

定
を

受
け

て
い

な
い

２
　

定
期

巡
回

の
指

定
を

受
け

て
い

る
３

　
定

期
巡

回
の

整
備

計
画

が
あ

る

１
　

な
し

　
２

　
加

算
Ⅰ

　
３

　
加

算
Ⅱ

　
４

　
加

算
Ⅲ

　
５

　
加

算
Ⅳ

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

身
体

介
護

２
　

生
活

援
助

３
　

通
院

等
乗

降
介

助

提
供

サ
ー

ビ
ス

そ
　

 　
　

の
　

 　
　

他
　

　
 　

該
　

　
 　

当
　

　
 　

す
 　

　
　

る
 　

　
　

体
 　

　
　

制
 　

　
　

等

１
　

な
し

　
３

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

１
　

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

２
　

病
院

又
は

診
療

所
３

　
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

サ
ー

ビ
ス

連
携

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

イ
及

び
ロ

の
場

合
　

３
　

ハ
の

場
合

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

（
居

宅
サ

ー
ビ

ス
・

施
設

サ
ー

ビ
ス

・
居

宅
介

護
支

援
）

1
2

1
4

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

1
3

訪
問

看
護

訪
問

入
浴

介
護
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）

事
 業

 所
 番

 号

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

（
居

宅
サ

ー
ビ

ス
・

施
設

サ
ー

ビ
ス

・
居

宅
介

護
支

援
）

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況
１

　
な

し
　

２
　

看
護

職
員

　
３

　
介

護
職

員
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

時
間

延
長

サ
ー

ビ
ス

体
制

１
　

対
応

不
可

　
２

　
対

応
可

入
浴

介
助

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

個
別

機
能

訓
練

体
制

認
知

症
加

算

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

栄
養

改
善

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

口
腔

機
能

向
上

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

個
別

送
迎

体
制

強
化

加
算

入
浴

介
助

体
制

強
化

加
算

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況

時
間

延
長

サ
ー

ビ
ス

体
制

１
　

対
応

不
可

　
２

　
対

応
可

入
浴

介
助

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算

短
期

集
中

個
別

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
実

施
加

算

認
知

症
短

期
集

中
ﾘﾊ

ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
実

施
加

算

生
活

行
為

向
上

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
実

施
加

算

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

栄
養

改
善

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

口
腔

機
能

向
上

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

社
会

参
加

支
援

加
算

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

特
定

事
業

所
集

中
減

算

特
定

事
業

所
加

算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

　
３

　
加

算
Ⅱ

　
４

　
加

算
Ⅲ

１
　

な
し

　
４

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

　
３

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

３
　

小
規

模
型

事
業

所
４

　
通

常
規

模
型

事
業

所
６

　
大

規
模

型
事

業
所

（
Ⅰ

）
７

　
大

規
模

型
事

業
所

（
Ⅱ

）
５

　
療

養
通

所
介

護
事

業
所

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

福
祉

用
具

貸
与

通
所

介
護

１
　

な
し

　
２

　
加

算
Ⅰ

　
３

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

1
7

１
　

な
し

　
２

　
加

算
Ⅰ

　
３

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
２

　
医

師
　

３
　

看
護

職
員

　
４

　
介

護
職

員
　

５
　

理
学

療
法

士
６

　
作

業
療

法
士

　
７

　
言

語
聴

覚
士

1
5

1
6

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

４
　

通
常

規
模

の
事

業
所

(病
院

・
診

療
所

)
７

　
通

常
規

模
の

事
業

所
(介

護
老

人
保

健
施

設
)

５
　

大
規

模
の

事
業

所
(Ⅰ

)(
病

院
・

診
療

所
)

８
　

大
規

模
の

事
業

所
(Ⅰ

)(
介

護
老

人
保

健
施

設
)

６
　

大
規

模
の

事
業

所
(Ⅱ

)(
病

院
・

診
療

所
)

９
　

大
規

模
の

事
業

所
(Ⅱ

)(
介

護
老

人
保

健
施

設
)

居
宅

介
護

支
援

4
3

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
３

　
加

算
Ⅰ

　
４

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
２

　
加

算
Ⅰ

　
３

　
加

算
Ⅱ

　
４

　
加

算
Ⅲ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

（
削

（
削

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削

（
削

（
削
（
削
（
削

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
（
削

 1
－

2

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
-3-



（
別

紙
１

－
１

）

事
 業

 所
 番

 号

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

（
居

宅
サ

ー
ビ

ス
・

施
設

サ
ー

ビ
ス

・
居

宅
介

護
支

援
）

施
設

等
の

区
分

人
員

配
置

区
分

そ
　

 　
　

の
　

 　
　

他
　

　
 　

該
　

　
 　

当
　

　
 　

す
 　

　
　

る
 　

　
　

体
 　

　
　

制
 　

　
　

等

地
域

区
分

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
サ

ー
ビ

ス
に

関
す

る
状

況

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
体

制
の

減
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

短
期

集
中

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
実

施
加

算

ﾘﾊ
ﾋ
ﾞﾘ

ﾃ
ｰｼ

ｮﾝ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
加

算

社
会

参
加

支
援

加
算

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況
１

　
な

し
　

２
　

看
護

職
員

　
３

　
介

護
職

員

時
間

延
長

サ
ー

ビ
ス

体
制

１
　

対
応

不
可

　
２

　
対

応
可

入
浴

介
助

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
重

度
者

ケ
ア

体
制

加
算

個
別

機
能

訓
練

体
制

認
知

症
加

算

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

栄
養

改
善

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

口
腔

機
能

向
上

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

備
考

　
１

　
こ

の
表

は
、

事
業

所
所

在
地

以
外

の
場

所
で

一
部

事
業

を
実

施
す

る
出

張
所

等
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
複

数
出

張
所

等
を

有
す

る
場

合
は

出
張

所
ご

と
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

１
　

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

２
　

病
院

又
は

診
療

所
３

　
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

サ
ー

ビ
ス

連
携

1
1

１
　

病
院

又
は

診
療

所
２

　
介

護
老

人
保

健
施

設

各
サ

ー
ビ

ス
共

通

提
供

サ
ー

ビ
ス

訪
問

看
護

1
3

1
5

通
所

介
護

1
4

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン

１
　

１
級

地
　

６
　

２
級

地
　

７
　

３
級

地
　

２
　

４
級

地
　

３
　

５
級

地
４

　
６

級
地

　
９

　
７

級
地

　
５

　
そ

の
他

１
　

定
期

巡
回

の
指

定
を

受
け

て
い

な
い

２
　

定
期

巡
回

の
指

定
を

受
け

て
い

る
３

　
定

期
巡

回
の

整
備

計
画

が
あ

る

３
　

小
規

模
型

事
業

所
４

　
通

常
規

模
型

事
業

所
６

　
大

規
模

型
事

業
所

（
Ⅰ

）
７

　
大

規
模

型
事

業
所

（
Ⅱ

）

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
３

　
加

算
Ⅰ

　
４

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

（
主

た
る

事
業

所
の

所
在

地
以

外
の

場
所

で
一

部
実

施
す

る
場

合
の

出
張

所
等

の
状

況
）

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
加

算
Ⅰ

　
３

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

身
体

介
護

２
　

生
活

援
助

３
　

通
院

等
乗

降
介

助
訪

問
介

護

（
削
（
削
（
削

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削

（
削
除
）
 

（
削
除
） 

（
削

（
削
除
）
 

（
削

（
削
除
）
 

（
削

（
削
（
削
（
削

（
削
除
） 

（
削
除
） 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
（
削
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（
別

紙
１

－
２

）

事
 業

 所
 番

 号

施
設

等
の

区
分

人
員

配
置

区
分

地
域

区
分

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
体

制
の

減
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

緊
急

時
介

護
予

防
訪

問
看

護
加

算

特
別

管
理

体
制

１
　

対
応

不
可

　
２

　
対

応
可

看
護

体
制

強
化

加
算

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

6
4

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
１

　
病

院
又

は
診

療
所

２
　

介
護

老
人

保
健

施
設

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

 （
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
・

介
護

予
防

支
援

）

提
供

サ
ー

ビ
ス

そ
　

 　
　

の
　

 　
　

他
　

　
 　

該
　

　
 　

当
　

　
 　

す
 　

　
　

る
 　

　
　

体
 　

　
　

制
 　

　
　

等
割

 引

各
サ

ー
ビ

ス
共

通

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

１
級

地
　

６
　

２
級

地
　

７
　

３
級

地
　

２
　

４
級

地
　

３
　

５
級

地
４

　
６

級
地

　
９

　
７

級
地

　
５

　
そ

の
他

6
1

介
護

予
防

訪
問

介
護

介
護

予
防

訪
問

看
護

6
3

6
2

介
護

予
防

訪
問

入
浴

介
護

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
３

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

２
　

病
院

又
は

診
療

所

（
削

（
削
除
）
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（
別

紙
１

－
２

）

事
 業

 所
 番

 号

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

 （
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
・

介
護

予
防

支
援

）

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況
１

　
な

し
　

２
　

看
護

職
員

　
３

　
介

護
職

員

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

運
動

器
機

能
向

上
体

制
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

栄
養

改
善

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

口
腔

機
能

向
上

体
制

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
複

数
実

施
加

算

事
業

所
評

価
加

算
〔

申
出

〕
の

有
無

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

運
動

器
機

能
向

上
体

制
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

栄
養

改
善

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

口
腔

機
能

向
上

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

選
択

的
サ

ー
ビ

ス
複

数
実

施
加

算

事
業

所
評

価
加

算
〔

申
出

〕
の

有
無

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

介
護

予
防

福
祉

用
具

貸
与

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
医

師
　

３
　

看
護

職
員

　
４

　
介

護
職

員
　

５
　

理
学

療
法

士
６

　
作

業
療

法
士

　
７

　
言

語
聴

覚
士

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

　
３

　
加

算
Ⅱ

6
7

介
護

予
防

通
所

介
護

6
5

介
護

予
防

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
6
6

１
　

病
院

又
は

診
療

所
２

　
介

護
老

人
保

健
施

設

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

　
３

　
加

算
Ⅱ

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

　
２

　
加

算
Ⅱ

　
３

　
加

算
Ⅲ

　
４

　
加

算
Ⅳ

（
削

（
削

（
削
除
）
 

（
削
除
） 
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（
別

紙
１

－
２

）

事
 業

 所
 番

 号

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

 （
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
・

介
護

予
防

支
援

）

施
設

等
の

区
分

人
員

配
置

区
分

地
域

区
分

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
体

制
の

減
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

6
4

介
護

予
防

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
１

　
病

院
又

は
診

療
所

２
　

介
護

老
人

保
健

施
設

職
員

の
欠

員
に

よ
る

減
算

の
状

況
１

　
な

し
　

２
　

看
護

職
員

　
３

　
介

護
職

員

若
年

性
認

知
症

利
用

者
受

入
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

生
活

機
能

向
上

グ
ル

ー
プ

活
動

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

運
動

器
機

能
向

上
体

制
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

栄
養

改
善

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

口
腔

機
能

向
上

体
制

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

事
業

所
評

価
加

算
〔

申
出

〕
の

有
無

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

備
考

　
１

　
こ

の
表

は
、

事
業

所
所

在
地

以
外

の
場

所
で

一
部

事
業

を
実

施
す

る
出

張
所

等
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
複

数
出

張
所

等
を

有
す

る
場

合
は

出
張

所
ご

と
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

（
主

た
る

事
業

所
の

所
在

地
以

外
の

場
所

で
一

部
実

施
す

る
場

合
の

出
張

所
等

の
状

況
）

各
サ

ー
ビ

ス
共

通
１

　
１

級
地

　
６

　
２

級
地

　
７
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２
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３
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護
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3

介
護

予
防

訪
問

看
護

提
供

サ
ー

ビ
ス

6
5

介
護

予
防

通
所

介
護

１
　

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

２
　

病
院

又
は

診
療

所

そ
　

 　
　

の
　

 　
　

他
　

　
 　

該
　

　
 　

当
　

　
 　

す
 　

　
　

る
 　

　
　

体
 　

　
　

制
 　

　
　

等

（
削
（
削
（
削

（
削
除
）
 

（
削
除
） 

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削
除
） 

（
削
除
）
 

（
削

（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

（
削

（
削
除
）
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－
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サービス提供体制強化加算の拡大 

 

介護福祉士については、継続的に専門性を高めることを前提とし、介護職の中

核的な役割を担う存在として位置づける方向性が示されていることを踏まえ、介

護福祉士の配置がより一層促進されるよう、サービス提供体制強化加算の要件に

ついては、新たに介護福祉士の配置割合がより高い状況を評価するための区分を

創設する。 

また、処遇改善に向けた取組を一層推進する観点から、処遇改善加算と同様に、

サービス提供体制強化加算については、区分支給限度基準額の算定に含めないこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

＜サービス別加算要件及び単位数＞ 

 

（介護福祉士割合５割以上） 

 

 

 

サービス 現行 新 

介護老人福祉施設 

（Ⅰ）介護福祉士５割以上： 

12 単位／日 

 

（Ⅰ）イ 介護福祉士６割以上： 

18 単位／日 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士５割以上： 

12 単位／日 

地域密着型介護老人福祉施設 

介護老人保健施設（短期入所療養介護 

（老健、病院、診療所、認知症病棟含む）） 

介護療養型医療施設 

短期入所生活介護（空床利用含む） 

介護予防短期入所生活介護 

短期入所療養介護 

介護予防短期入所療養介護 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

特定施設入居者生活介護 

介護予防特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護 
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（介護福祉士割合４割以上） 

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規 

模多機能型居宅介護、複合型サービス 

（Ⅰ）介護福祉士４割以上： 

500 単位／月 

（Ⅰ）イ 介護福祉士５割以上： 

640 単位／月 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士４割以上： 

500 単位／月 

通所介護 

認知症対応型通所介護 

介護予防認知症対応型通所介護 

通所リハビリテーション 

（Ⅰ）介護福祉士４割以上： 

12 単位／回 

（Ⅰ）イ 介護福祉士５割以上： 

18 単位／回 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士４割以上： 

12 単位／回 

介護予防通所介護 

介護予防通所リハビリテーション 

【要支援Ⅰ】（包括報酬） 

（Ⅰ）介護福祉士４割以上： 

48 単位／月 

【要支援Ⅱ】（包括報酬） 

（Ⅰ）介護福祉士４割以上： 

96 単位／月 

【要支援Ⅰ】（包括報酬） 

（Ⅰ）イ 介護福祉士５割以上： 

72 単位／月 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士４割以上： 

48 単位／月 

【要支援Ⅱ】（包括報酬） 

（Ⅰ）イ 介護福祉士５割以上： 

144 単位／月 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士４割以上： 

96 単位／月 

（介護福祉士割合３割以上） 

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 
（Ⅰ）介護福祉士３割以上又は介護福祉

士等５割以上：24 単位／回 

（Ⅰ）イ 介護福祉士４割以上又は介護

福祉士等６割以上：36 単位／回 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士３割以上又は介護

福祉士等５割以上：24 単位／回 

夜間対応型訪問介護 

（包括型：夜間対応型訪問介護） 

（Ⅰ）介護福祉士３割以上又は介護福祉

士等５割以上：12 単位／回【包括型】 

（Ⅱ）介護福祉士３割以上又は介護福祉

士等５割以上：84 単位／月 

（Ⅰ）イ 介護福祉士４割以上又は介護

福祉士等６割以上：18 単位／回 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士３割以上又は介護

福祉士等５割以上：12 単位／回【包括

型】 

（Ⅱ）イ 介護福祉士４割以上又は介護

福祉士等６割以上：126 単位／月 

（Ⅱ）ロ 介護福祉士３割以上又は介護

福祉士等５割以上： 84 単位／月 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
（Ⅰ）介護福祉士３割以上又は介護福祉

士等５割以上：500 単位／月 

（Ⅰ）イ 介護福祉士４割以上又は介護

福祉士等６割以上：640 単位／月 

（Ⅰ）ロ 介護福祉士３割以上又は介護

福祉士等５割以上：500 単位／月 
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２６長寿第７６５０９号 

平成２７年３月９日 

 

介護サービス事業者   様 

（高松市外に所在を置く事業所） 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

サービス提供体制強化加算について 

 

 標記加算については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サー

ビス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項」（平成１２年３月１日老企第３６号）及び「指

定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生

活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について」（平成１２年３月８日老企第４０号）により算定しているところであ

るが、平成２７年以降の算定に当たっては、次のとおり取り扱うこととするので、遺漏のないよ

うにしてください。 

 なお、下記１については、平成２７年４月において当該取扱いと同様の内容の基準改正が行わ

れる予定（別紙のとおり）のため、平成２６年度の実績を算出する際に限るものとする。 

 

記 

 

１ 職員の割合の算出の際の常勤換算方法における通常の勤務時間を短縮して勤務している職員

の勤務時間の取扱いについて 

 

介護保険法において、常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定

められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本と

する。）に達していることをいうものであり、常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」と

いう。）の期間についてはその期間が暦月で１月を超えるものでない限り、常勤の従業者とし

て勤務したものとして取り扱うものとしている。 

近年、育児短時間勤務など様々な働き方を導入している法人もあることから、職員の割合

の算出の際の常勤換算において、次のとおり取り扱うものとする。 

育児短時間勤務など時間短縮で勤務できることが就業規則で定められており、雇用契約上

は常勤として扱われること、及び時間短縮後の勤務すべき時間が週３２時間以上であること、

を条件としてサービス提供体制強化加算における職員の割合の算定を行う際に、当該職員の

有給休暇や出張の期間についてその期間が暦月で 1 月を超えるものでない限り、勤務したも

のとして取り扱うこととする。 
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 なお、勤務時間には、暦月で１月を超えない有給休暇や出張の期間を算入するが、通常の

常勤の従業者が勤務すべき時間数で除するため、常勤換算時は１未満となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人員基準欠如に該当する場合の取扱いについて 

 

サービス提供体制強化加算は、サービスの質が一定以上に保たれている事業所を評価する

加算であり、人員基準欠如に該当しないことが算定要件の１つとなっているが、人員基準欠

如（厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護

費等の算定方法（平成１２年２月１０日厚生省告示第２７号）に定める基準）に該当する場

合の前年度の平均の算定方法について、明示されていないことから、次のとおり取り扱うも

のとする。 

 

人員基準欠如に該当する場合は、当該期間（月）を除き常勤換算を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 例：常勤従業者     １名（週４０時間 月１６０時間勤務）、 

常勤従業者（時短） １名（週３５時間 月１４０時間勤務） 

   上記場合で、常勤従業者（時短）が１日（８時間）有給休暇を取得した場合 

 

旧 新 

当該月の常勤換算 

  （常勤従業者の月の勤務時間＋常勤

従業者（時短）の月の勤務時間）／就

業規則の範囲内で勤務した時間数の最

大値＝（１６０＋１３２）（常勤従業者

（時短）は、非常勤の従業者の扱いと

なり有給休暇の時間数は勤務延時間数

に含めない）／１６０ 

＝１．８２５ 

当該月の常勤換算 

  （常勤従業者の月の勤務時間＋常勤

従業者（時短）の月の勤務時間）／就

業規則の範囲内で勤務した時間数の最

大値＝（１６０＋１４０）（有給休暇を

取得しているが、暦月で１月を超えな

いため、勤務したものとする）／１６

０ 

＝１．８７５ 

 

 

例 次の表のように人員基準欠如に該当した場合、①又は②のように取扱う。 

月 ５月 ６月 ７月 ８月以降 

人員体制 人員基準欠如 人員基準欠如 人員基準欠如解消 人員基準欠如なし 

 

①  ４月１日に指定した事業所（新規指定）において、７月～９月の実績により職

員の割合の算出を行い、サービス提供体制強化加算の要件を満たすのであれば、

１０月１５日までに届出を提出し、１１月１日から算定可能 

② 継続（前年度の実績が６月以上）事業所において、５月、６月は除く４月から

翌年２月の実績により職員の割合の算出を行う。 



 

（
別
紙
：
参
考
）

 

 ○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）

 

（
変
更
点
は
下
線
部
）

 

現
行
 

改
正
案
 

第
一
 
基
準
の
性
格

 
 
 

 
 
略
 

第
二
 
総
論
 

 
１
 
略
 

 
２
 
用
語
の
定
義
 

 
 
(1
) 

略
 

 
 
(2
) 

略
 

 
 
(3
) 

「
常
勤
」
 

 
 
 
 
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
（
32
時
間
を
下
回
る
場
合
は
32
時
間
を

基
本
と
す
る
。
）
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
事
業
者
に

よ
っ
て
当
該
事
業
所
に
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
職
務
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
所
の

職
務
と
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
勤
務
時
間
の
合
計
が
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ

き
時
間
数
に
達
し
て
い
れ
ば
、
常
勤
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る

。
（
以
下
略
）
 

 
略
 

第
一
 
基
準
の
性
格

 
 
 

 
 
略
 

第
二
 
総
論
 

 
１
 
略
 

 
２
 
用
語
の
定
義
 

 
 
(1
) 

略
 

 
 
(2
) 

略
 

 
 
(3
) 

「
常
勤
」
 

 
 
 
 
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
（
3
2時

間
を
下
回
る
場
合
は
3
2時

間
を

基
本
と
す
る
。
）
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
育
児
休

業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（

平
成
３
年
法
律
第
7
6号

。
以
下
「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
2
3条

第

１
項
に
規
定
す
る
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
体
制
が
事
業
所
と
し
て
整
っ
て
い
る
場
合
は

、
例
外
的
に
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
を

3
0時

間
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
を
可
能
と
す
る
。
 

ま
た
、
同
一
の
事
業
者
に
よ
っ
て
当
該
事
業
所
に
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
職
務

で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
所
の
職
務
と
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
差
し
支
え

な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
勤
務
時
間
の
合
計
が

常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
に
達
し
て
い
れ
ば
、
常
勤
の
要
件
を
満
た

す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
（
以
下
略
）
 

 
略
 

 以
下
の
基
準
に
お
い
て
も
上
記
と
同
様
の
基
準
改
正
の
予
定

 

 ○
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
12
年
３
月
17
日
老
企
第
43
号
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 

○
 
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
12
年
３
月
17
日
老
企
第
4
4号

老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 

○
 
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
1
3
0条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
12
年
３
月
17
日
老
企
第

45
号
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
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［参考］ 

 

（老企第３６号 平成１２年３月１日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の判定に伴う実施上の留意事項について 

 

○訪問入浴介護  

第２の３（７）サービス提供体制強化加算の取扱い  

①～③（-略-）  

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均

を用いることとする。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を

含む。)については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を

用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となるものであること。  

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、

各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。  

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の 5の届出を提出

しなければならない。  

⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては、本加

算の計算も一体的に行うこととする。 

  

○訪問看護  

第２の４（２３）  

① ３（７）①から⑥までを参照のこと。  

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

 

○通所介護  

第２の７（１６）  

① ３（７）④から⑥まで並びに４（２３）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供する

職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す

ものとする。  
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○通所リハビリテーション  

第２の８（２０） 

①３（７）④から⑥まで並びに４（２３）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、

１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含む

ものとする。  

 

 

（老企第４０号 平成１２年３月８日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入

居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の判

定に伴う実施上の留意事項について 

 

○短期入所生活介護  

第２の２（１４）  

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平

均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護

に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。  

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所

を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、

４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。  

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知

第１の５の届出を提出しなければならない。  

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職

員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。  

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合において

は、本加算の計算も一体的に行うこととする。  
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○短期入所療養介護  

第２の３（１４） 

①２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。  

② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護老人福祉施設  

第２の５（２９）  

①２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看

護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

 

○介護老人保健施設  

第２の６（３２） 

① ２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 介護保健施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護療養型医療施設  

第２の７（２６） 

① ２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学

療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を指すものとする。 

  

※ 介護予防サービスにおけるサービス提供体制強化加算については、「指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１８年

３月１７日老計発第 0317001 号・老振発第 0317001 号・老老発第 0317001 号）をご確認く

ださい。  
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事 務 連 絡 

平成２７年３月９日 

 

介護サービス事業者 様 

 

高松市健康福祉局長寿福祉部介護保険課長 

 

サービス提供体制強化加算について 

 

 標記加算については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サー

ビス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項」（平成１２年３月１日老企第３６号。）及び

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居

者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について」（平成１２年３月８日老企第４０号。）により算定しているとこ

ろであるが、平成２７年以降の算定に当たっては、次のとおり取り扱うこととするので、遺漏の

ないようにしてください。 

 なお、下記１については、平成２７年４月において当該取扱いと同様の内容の基準改正が行わ

れる予定（別紙のとおり）のため、平成２６年度の実績を算出する際に限るものとする。 

 

記 

 

１ 職員の割合の算出の際の常勤換算方法における通常の勤務時間を短縮して勤務している職員

の勤務時間の取扱いについて 

 

介護保険法において、常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定

められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間を下回る場合は３２時間を基本と

する。）に達していることをいうものであり、常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」と

いう。）の期間についてはその期間が暦月で１月を超えるものでない限り、常勤の従業者とし

て勤務したものとして取り扱うものとしている。 

近年、育児短時間勤務など様々な働き方を導入している法人もあることから、職員の割合

の算出の際の常勤換算において、次のとおり取り扱うものとする。 

育児短時間勤務など時間短縮で勤務できることが就業規則で定められており、雇用契約上

は常勤として扱われること、及び時間短縮後の勤務すべき時間が週３２時間以上であること、

を条件としてサービス提供体制強化加算における職員の割合の算定を行う際に、当該職員の

有給休暇や出張の期間についてその期間が暦月で 1 月を超えるものでない限り、勤務したも

のとして取り扱うこととする。 

 なお、勤務時間には、暦月で１月を超えない有給休暇や出張の期間を算入するが、通常の
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常勤の従業者が勤務すべき時間数で除するため、常勤換算時は１未満となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人員基準欠如に該当する場合の取扱いについて 

 

サービス提供体制強化加算は、サービスの質が一定以上に保たれている事業所を評価する

加算であり、人員基準欠如に該当しないことが算定要件の１つとなっているが、人員基準欠

如（厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護

費等の算定方法（平成１２年２月１０日厚生省告示第２７号）に定める基準）に該当する場

合の前年度の平均の算定方法について、明示されていないことから、次のとおり取り扱うも

のとする。 

 

人員基準欠如に該当する場合は、当該期間（月）を除き常勤換算を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例：常勤従業者     １名（週４０時間 月１６０時間勤務）、 

常勤従業者（時短） １名（週３５時間 月１４０時間勤務） 

   上記場合で、常勤従業者（時短）が１日（８時間）有給休暇を取得した場合 

 

旧 新 

当該月の常勤換算 

  （常勤従業者の月の勤務時間＋常勤

従業者（時短）の月の勤務時間）／就

業規則の範囲内で勤務した時間数の最

大値＝（１６０＋１３２）（常勤従業者

（時短）は、非常勤の従業者の扱いと

なり有給休暇の時間数は勤務延時間数

に含めない）／１６０ 

＝１．８２５ 

当該月の常勤換算 

  （常勤従業者の月の勤務時間＋常勤

従業者（時短）の月の勤務時間）／就

業規則の範囲内で勤務した時間数の最

大値＝（１６０＋１４０）（有給休暇を

取得しているが、暦月で１月を超えな

いため、勤務したものとする）／１６

０ 

＝１．８７５ 

 

 

例 次の表のように人員基準欠如に該当した場合、①又は②のように取扱う。 

月 ５月 ６月 ７月 ８月以降 

人員体制 人員基準欠如 人員基準欠如 人員基準欠如解消 人員基準欠如なし 

 

①  ４月１日に指定した事業所（新規指定）において、７月～９月の実績により職

員の割合の算出を行い、サービス提供体制強化加算の要件を満たすのであれば、

１０月１５日までに届出を提出し、１１月１日から算定可能 

② 継続（前年度の実績が６月以上）事業所において、５月、６月は除く４月から

翌年２月の実績により職員の割合の算出を行う。 



 

（
別
紙
：
参
考
）

 

○
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成

1
1
年
９
月

1
7
日
老
企
第

2
5
号
厚
生
省
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
（
抄
）

 

（
変
更
点
は
下
線
部
）

 

現
行
 

改
正
案
 

第
一
 
基
準
の
性
格

 
 
 

 
 
略
 

第
二
 
総
論
 

 
１
 
略
 

 
２
 
用
語
の
定
義
 

 
 
(1
) 

略
 

 
 
(2
) 

略
 

 
 
(3
) 

「
常
勤
」
 

 
 
 
 
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
（
32
時
間
を
下
回
る
場
合
は
32
時
間
を

基
本
と
す
る
。
）
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
事
業
者
に

よ
っ
て
当
該
事
業
所
に
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
職
務
で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
所
の

職
務
と
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
差
し
支
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
勤
務
時
間
の
合
計
が
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ

き
時
間
数
に
達
し
て
い
れ
ば
、
常
勤
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る

。
（
以
下
略
）
 

 
略
 

第
一
 
基
準
の
性
格

 
 
 

 
 
略
 

第
二
 
総
論
 

 
１
 
略
 

 
２
 
用
語
の
定
義
 

 
 
(1
) 

略
 

 
 
(2
) 

略
 

 
 
(3
) 

「
常
勤
」
 

 
 
 
 
当
該
事
業
所
に
お
け
る
勤
務
時
間
が
、
当
該
事
業
所
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
（
3
2時

間
を
下
回
る
場
合
は
3
2時

間
を

基
本
と
す
る
。
）
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
育
児
休

業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（

平
成
３
年
法
律
第
7
6号

。
以
下
「
育
児
・
介
護
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
2
3条

第

１
項
に
規
定
す
る
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
利
用
者
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
体
制
が
事
業
所
と
し
て
整
っ
て
い
る
場
合
は

、
例
外
的
に
常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
を

3
0時

間
と
し
て
取
り
扱
う

こ
と
を
可
能
と
す
る
。
 

ま
た
、
同
一
の
事
業
者
に
よ
っ
て
当
該
事
業
所
に
併
設
さ
れ
る
事
業
所
の
職
務

で
あ
っ
て
、
当
該
事
業
所
の
職
務
と
同
時
並
行
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
差
し
支
え

な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
係
る
勤
務
時
間
の
合
計
が

常
勤
の
従
業
者
が
勤
務
す
べ
き
時
間
数
に
達
し
て
い
れ
ば
、
常
勤
の
要
件
を
満
た

す
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
（
以
下
略
）
 

 
略
 

以
下
の
基
準
に
お
い
て
も
上
記
と
同
様
の
基
準
改
正
の
予
定

 

 ○
 
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
12
年
３
月
17
日
老
企
第
43
号
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 

○
 
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
12
年
３
月
17
日
老
企
第
4
4号

老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 

○
 
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
1
3
0条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
12
年
３
月
17
日
老
企
第

45
号
老
人
保
健
福
祉
局
企
画
課
長
通
知
）
 

○
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
18
年
３
月
3
1日

老
計
発
第
0
3
3
10
0
4号

・
老
振
発
第
0
3
3
10
0
4号

・
老
老

発
第

03
31
01
7
号
厚
生
労
働
省
老
健
局
計
画
・
振
興
・
老
人
保
健
課
長
連
名
通
知
）
 

Administrator
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［参考］ 

 

（老企第３６号 平成１２年３月１日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理

指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の判定に伴う実施上の留意事項について 

 

○訪問入浴介護  

第２の３（７）サービス提供体制強化加算の取扱い  

①～③（-略-）  

④ 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(３月を除く。)の平均

を用いることとする。 

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を

含む。)については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平均を

用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月

目以降届出が可能となるものであること。  

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、

各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。  

⑤ 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第１の 5の届出を提出

しなければならない。  

⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っている場合においては、本加

算の計算も一体的に行うこととする。 

  

○訪問看護  

第２の４（２３）  

① ３（７）①から⑥までを参照のこと。  

② 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

 

○通所介護  

第２の７（１６）  

① ３（７）④から⑥まで並びに４（２３）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所介護を利用者に直接提供する

職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指す

ものとする。  
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○通所リハビリテーション  

第２の８（２０） 

①３（７）④から⑥まで並びに４（２３）②及び③を参照のこと。  

② 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士、作業療法士

若しくは言語聴覚士、看護職員又は介護職員として勤務を行う職員を指すものとする。なお、

１時間以上２時間未満の通所リハビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあっては、これらの職員も含む

ものとする。  

 

 

（老企第４０号 平成１２年３月８日） 

●指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入

居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の判

定に伴う実施上の留意事項について 

 

○短期入所生活介護  

第２の２（１４）  

① 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平

均を用いることとする。なお、この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務等介護

に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えない。  

ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所

を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常勤換算方法により算出した平

均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、

４月目以降届出が可能となるものであること。 

なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。  

② 前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、

毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに訪問通所サービス通知

第１の５の届出を提出しなければならない。  

③ 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、

平成２１年４月における勤続年数３年以上の者とは、平成２１年３月３１日時点で勤続年数が

３年以上である者をいう。  

④ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する

他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職

員として勤務した年数を含めることができるものとする。  

⑤ 指定短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看護職

員及び機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。  

⑥ 同一の事業所において指定介護予防短期入所生活介護を一体的に行っている場合において

は、本加算の計算も一体的に行うこととする。  
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○短期入所療養介護  

第２の３（１４） 

①２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。  

② 指定短期入所療養介護を利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護老人福祉施設  

第２の５（２９）  

①２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、生活相談員、介護職員、看

護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。 

 

○介護老人保健施設  

第２の６（３２） 

① ２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 介護保健施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、支援相談

員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士として勤務を行う職員を指すものとする。  

 

○介護療養型医療施設  

第２の７（２６） 

① ２の（１４）①から④まで及び⑥を準用する。 

② 指定介護療養施設サービスを利用者に直接提供する職員とは、看護職員、介護職員、理学

療法士又は作業療法士として勤務を行う職員を指すものとする。 

  

※介護予防サービスにおけるサービス提供体制強化加算については、「指定介護予防サービス

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１８年

３月１７日老計発第 0317001 号・老振発第 0317001 号・老老発第 0317001 号）をご確認く

ださい。 

 

※地域密着型サービスにおけるサービス提供体制強化加算については、「指定地域密着型サー

ビスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費

用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成１８年３月３１日

老計発第 0331005号・老振発第 0331005号・老老発第 0331018号）をご確認ください。 

 

 

 

 



【H26年3月集団指導において配布済み】
長寿社会対策課施設サービスグループ

①
単
位

↓ ↓ ↓

事業所数が２０未満
（小規模事業者）

事業所数が２０以上１００未満
（中規模事業者）

事業所数が１００以上
（大規模事業者）

↓ ↓ ↓

「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任 「法令遵守責任者」の選任

「法令遵守規程」の整備 「法令遵守規程」の整備

「業務執行の状況の監査」

↓ ↓ ↓

第１０号様式
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

第１０号様式
※様式中「届出の内容」欄は１を選択

法人における法令遵守責任者
の役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者
の役割を確認できる書類

法人における法令遵守責任者
の役割を確認できる書類

「法令遵守規程」の概要 「法令遵守規程」の概要

「業務執行の状況の監査」の方
法の概要

↓ ↓ ↓

③
業
務
管
理
体
制
整
備
の
内
容

「法令遵守責任者」
　法令遵守責任者については、何らかの資格等を求めるものではないが、少なくとも介護保険法（以下「法」とい
う。）及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任することを想定していること。なお、法令部
門を設置していない事業者の場合には、事業者（法人）内部の法令遵守を確保、徹底することができるものを選
任すること。

「法令遵守規程」（業務が法令に適合することを確保するための規程）
　法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り
込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当
たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、
事業者の実態に即したもので構いません。
　届け出る「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、規程の全体像が分
かる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
 　※厚生労働省から参考例は示されていません。

指定を受けているサービス種別ごとに１事業所とカウント。

「居宅サービス」・「介護予防サービス」・「居宅介護支援」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」・「地域密着型
介護予防サービス」

注３）　指定を受けている数により届出の内容が変わります。

注２）　同一の事業所番号が付与されていますが、介護予防もカウントします。
　　　　例えば、訪問介護と介護予防訪問介護の指定を併せて受けている場合は、２と数えます。

注１）　病院等が行う居宅サービス「居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ
　　　　ン（各予防含む）」であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとされる「み
　　　　なし事業所」は除きます。

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

※法人における法令遵守責任者の役割を確認できる書類を忘れずに添付してください。（原本証明が必要）
　 理事長、代表取締役等の場合   　　　→  　「法人登記簿謄本」または「理事会議事録」等のコピー
　 施設長、事務長、管理者等の場合　　→  　「雇用契約書」または「辞令書」等のコピー

②
事
業
所
数
カ
ウ
ン
ト
方
法

↓

 　平成２０年の介護保険法改正により、平成21年５月１日から全ての介護サービス事業を行う法人に対して、法令遵守責任者
の選任などの業務管理体制の整備をすること及び届出が義務付けされました。
　事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業
務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

○ 業務管理体制の整備に関して、新規に届け出る場合
　(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）
 ※新規に法人を立ち上げ、介護サービス事業の指定を受けた時から、遅滞なく提出してください。

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、株式会社など法人（＝事業者）単位で届出。

④
届
出
様
式
及
び
添
付
書
類

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
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【H26年3月集団指導において配布済み】
長寿社会対策課施設サービスグループ

→ 厚生労働大臣又は地方厚生局長

→ 市町長

→
香川県　長寿社会対策課
施設サービスグループ

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地
・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・　事業所（施設）の名称及び所在地

・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。）

第１０号様式を提出
※様式中「届出の内容」欄は２を選択

注）　区分の変更に関する届出は、
　　　変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出ること。

例：　Ａ県のみで事業展開していた事業者が、
　　　新たにＢ県においても事業を開始した場合の届出先
　　　Ａ県知事⇒地方厚生局長に変更

①　事業所等の指定等により、事業展開地域が変わり届出先区分の
　　変更が生じた場合
　　（介護保険法第115条の32第４項）

→

③　①及び②以外

②　地域密着型サービス（介護予防含む）のみを行う事業者で、
　　 指定事業所が同一市町村内に所在

①　事業所等が２以上の都道府県に所在
⑤
届
出
先

・　事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が
   変更されない場合（事業所区分に変更がない場合)
・　法令遵守規程の字句の修正など、業務管理体制に影響を及ぼさない
 　軽微な変更の場合

⑧
担
当

香川県健康福祉部長寿社会対策課　施設サービスグループ
〒７６０－８５７０
香川県高松市番町四丁目１番１０号
ＴＥＬ：０８７－８３２－３２６６
FAX：０８７－８０６－０２０６

注２）変更届には、変更内容が分かる書類を添付してください。

変更内容

⑥
変
更
届
に
つ
い
て

○ 以下の場合は、変更届を提出してください。

(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39、第140条の40）

⑦
様
式

届出様式は、下記のホームページからダウンロードしてください。
「かがわ介護保険情報ネット」―「事業者支援情報」―「○指定・届出」―「様式集」―「業務管理体制の届出」
http://www.pref.kagawa.jp/choju/kaigo/jigyosya/youshiki/kanritaisei.html

②  届出事項に変更があった場合
　　（介護保険法第115条の32第3項）

→

※変更届が必要となる事項

・　事業者の名称または氏名
・　主たる事務所の所在地
・　代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・　事業所（施設）の名称及び所在地
・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日
・　法令遵守規程の概要（事業所が20以上の事業者に限る。）
・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

注１）以下の場合は、変更届は不要です。

法令遵守責任者の役割が確認できる
書類
（新規届出時の添付書類と同じ）

・　業務執行の状況の監査の方法の概要
　　（事業所が100以上の事業者に限る。）

・　法令遵守責任者の氏名及び生年月日

法令遵守規程の概要（規程全文でも可）

業務執行の状況の監査の方法の概要

第１１号様式を提出

添付書類

定款、寄付行為及び登記事項証明書 等

土地及び建物の登記事項証明書 等
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 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関
係法律の整備に関する法律」（平成２６年法律第５１号）により介護保険法
（平成９年法律第１２３号）の一部が改正され、平成２７年４月１日から介護
保険法第１１５条の３２に基づく介護サービス事業者の業務管理体制の整
備に係る届出書の届出先が下記のとおり変更となります。 

介護サービス事業者の皆様へ 

平成２７年４月１日から 
介護サービス事業者の業務管理体制の 
整備に係る届出書の届出先が変わります 

事業所等の所在状況 届出先 

２以上の都道府県の区域、 

かつ、３以上の地方厚生局の
区域 

厚生労働大臣（本省） 

２以上の都道府県の区域、 

かつ、１又は２の地方厚生局
の区域 

地方厚生局長 

１の都道府県の区域 

 

 

 

都道府県知事 

 

１の市町村の区域 

※地域密着型サービスに限る。 

 

市町村長 

届出先 

厚生労働大臣（本省） 

事業者の 

主たる事務所が所在する 

都道府県知事 

都道府県知事 

指定都市の長 

市町村長 

うち、１の指定都市の区域 

【現行】 【平成27年4月以降】 

※ なお、この法改正による届出先の変更に伴う届出の必要はありません。 

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室 
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※
 
事
業
所
数
が
２
０
以
上
１
０
０
未
満
の
中
規
模
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
法
令
遵
守
規
程
を
整
備
し
概
要
を
届
出
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

平
成
２
６
年
度

 
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
業
務
管
理
体
制
確
認
検
査
（
一
般
検
査
）

 
結
果

 

検
査
事
項

 
傾
向

 
留
意
点

 
取
組
事
例

 

①
法
令
遵
守
に
つ
い
て
の
方

針
の
策
定
に
つ
い
て
（
※
） 

・
法
令
遵
守
方
針
を
明
確
に
文
書
等
で
規

定
し
て
い
な
い
事
業
者
が
多
く
見
受
け

ら
れ
た
。

 

 ・
一
部
の
事
業
者
に
お
い
て
、
法
令
遵
守

マ
ニ
ュ
ア
ル
以
外
の
規
程
、
規
則
等
に

法
令
遵
守
に
つ
い
て
の
方
針
を
定
め
て

い
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
が
、
当
該
規

程
等
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
法
令
遵
守

責
任
者
の
役
割
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

等
、
内
容
が
不
十
分
な
事
例
が
見
受
け

ら
れ
た
。

 

 

・
法
人
の
基
本
理
念
、
法
令
遵
守
責
任
者

の
役
割
、
法
人
の
法
令
遵
守
体
制
に
つ

い
て
規
定
さ
れ
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
が
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 ・
業
務
管
理
体
制
は
法
人
単
位
の
届
出
で

あ
る
た
め
、
法
人
単
位
の
法
令
遵
守
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。

 

 ・
定
期
的
に
、
現
在
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の

見
直
し
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

・
法
令
遵
守
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
、
職
員
に
周
知
す
る
と
と
も

に
、
施
設
内
に
掲
示
し
て
い
る
。

 

  

②
法
令
遵
守
責
任
者
の
役
割

に
つ
い
て

 

・
法
令
遵
守
責
任
者
が
誰
で
あ
る
か
を
答

え
ら
れ
な
い
事
業
者
が
見
受
け
ら
れ

た
。

 

 ・
法
令
遵
守
責
任
者
の
役
割
及
び
業
務
内

容
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
な
い
事
業
者
が

見
受
け
ら
れ
た
。

 

 ・
法
令
遵
守
責
任
者
の
役
割
を
明
確
に
文

書
等
で
規
定
し
て
い
な
い
事
業
者
が
多

く
見
受
け
ら
れ
た
。

 

・
法
令
遵
守
責
任
者
の
役
割
を
定
め
、
全

職
員
に
周
知
す
る
こ
と
で
法
令
遵
守
に

関
す
る
責
任
の
所
在
が
明
確
に
な
る
。

 

 ・
法
令
遵
守
責
任
者
は
、
事
業
者
が
運
営

す
る
各
事
業
所
の
法
令
遵
守
に
関
す
る

取
組
状
況
を
、
定
期
的
に
確
認
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

 

 ・
法
令
遵
守
責
任
者
を
中
心
と
し
て
法
令

改
正
や
県
か
ら
の
通
知
等
の
周
知
体
制

を
構
築
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 

・
法
令
遵
守
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
法
令
遵
守
責
任
者
の
役
割
や
業
務
内

容
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

 

 ・
法
令
遵
守
責
任
者
に
対
し
て
「
法
令
遵
守
責
任
者
に
任
命
す
る
」

旨
の
辞
令
を
交
付
し
て
い
る
。

 

 ・
法
令
遵
守
責
任
者
自
ら
が
、
国
の
審
議
会
等
の
資
料
、
報
酬
改

定
の
概
要
等
を
、
各
事
業
所
に
周
知
し
て
い
る
。
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※
 
事
業
所
数
が
２
０
以
上
１
０
０
未
満
の
中
規
模
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
法
令
遵
守
規
程
を
整
備
し
概
要
を
届
出
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

 

検
査
事
項

 
傾
向

 
留
意
点

 
取
組
事
例

 

③
法
令
遵
守
体
制
の
構
築
に

つ
い
て

 

・
高
齢
者
虐
待
防
止
、
身
体
拘
束
抑
制
、

事
故
の
発
生
防
止
及
び
適
正
な
介
護
報

酬
の
請
求
等
に
つ
い
て
、
多
く
の
事
業

所
が
職
員
へ
の
研
修
や
注
意
事
項
に
つ

い
て
の
周
知
を
行
っ
て
い
た
。

 

・
法
令
等
違
反
の
疑
い
が
あ
っ
た
場
合
の

内
部
通
報
の
仕
組
み
を
確
立
す
る
こ
と

が
法
令
等
違
反
行
為
の
未
然
防
止
に
つ

な
が
る
。

 

  

・
介
護
報
酬
の
請
求
内
容
に
つ
い
て
、
請
求
事
務
担
当
者
の
後
に

法
令
遵
守
責
任
者
が
再
確
認
す
る
な
ど
、
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
体

制
を
徹
底
し
て
い
る
。

 

 ・
内
部
通
報
に
関
す
る
規
程
を
整
備
し
、
規
程
中
で
通
報
窓
口
や

通
報
者
等
の
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
等
に
つ
い
て
定
め
て
い

る
。

 

 ・
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
事
例
に
つ
い
て
、
重
要
な
も
の
は
そ
の
都
度
、

各
事
業
所
管
理
者
に
周
知
し
て
い
る
。

 

 

④
法
令
遵
守
に
係
る
評
価
・

改
善
活
動
に
つ
い
て

 

・
多
く
の
事
業
者
が
、
職
員
会
議
等
で
サ

ー
ビ
ス
提
供
中
に
発
生
し
た
問
題
に
つ

い
て
改
善
活
動
を
行
っ
て
い
た
一
方

で
、
一
部
の
事
業
者
に
お
い
て
、
評
価
・

改
善
活
動
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

 

 ・
事
業
者
内
部
で
研
修
を
実
施
し
て
い
る

が
、
法
令
遵
守
に
関
す
る
こ
と
は
行
っ

て
い
な
い
事
業
者
が
見
受
け
ら
れ
た
。

 

・
問
題
発
生
前
又
は
問
題
発
生
時
に
、
原

因
分
析
・
再
発
防
止
等
の
評
価
・
改
善

活
動
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

 ・
評
価
・
改
善
活
動
を
実
施
し
た
会
議
等

の
記
録
を
整
備
し
、
職
員
間
で
回
覧
す

る
こ
と
で
情
報
の
共
有
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

 ・
法
令
遵
守
に
つ
い
て
も
研
修
に
加
え
る

こ
と
で
、
事
業
所
等
に
お
け
る
法
令
遵

守
の
意
識
が
高
ま
る
。

 

 

・
職
員
会
議
で
発
生
し
た
問
題
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
、
改
善

や
予
防
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。
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